
昨年11月，環境生理デイナーグループの世話

人から，環境生理デイナーグループが例年授与し

ている「久野寧記念賞」を，日本生理学会の公認

の賞として欲しいという要請があり，賞選考委員

会（メールによる）と常任幹事会（H17年12月3

日，H18年 3月 27日）において検討しました．

学会員の研究意欲の推進と研究職取得の援助，さ

らには生理学会の発展のためにも，学会として多

くの賞を出すことにし，各グループデイナーから

要請があれば，以下の条件と手続きで公認とする

事に決定しました．又，同様の趣旨で，各地区の

地方会が授与する賞も同じ条件と手続きで公認す

ることにしました．

各グループデイナーや各地区の地方会で，賞を

授与する企画がおありの場合には，日本生理学会

賞選考委員会委員長宛，日本生理学会事務局を通

してご連絡下さい．

記

GD賞及び地方会賞を日本生理学会の公認とす

る条件

1）選考の方法と受賞者決定

①各グループデイナーの会で選考委員を決定す

る．

②選考委員と授賞者の決定は，生理学会の賞選

考委員会（メール委員会も含む）の承認を得るこ

と．

③賞選考委員会承認の申請手続きには，授賞者

の研究実績，推薦理由，履歴を添付のこと．

2）授賞者の日本生理学会会員への周知

①授賞者の氏名と所属と研究内容を日本生理学

会ホームページに掲載．

②授賞研究の日本生理学会でのポスター発表

は，ポスターに明記またはリボン等をつける．

③講演日程は，日本生理学会大会プログラムに

掲載する．

3）授賞講演の場

①基本的には，それぞれのグループデイナーで

行う．

②日本生理学会大会主催者の意向があれば，日

本生理学会大会日程の中に組み込み，若手奨励賞

とJPS（Journal of Physiological Science）賞と併

せて行ってもよい．あるいは，一般口演が企画さ

れている場合はその中で行う．

4）副賞の予算

原則として，各グループデイナーの中の予算か

ら支出すること．

平成15―17年度日本生理学会賞選考委員長

久場健司
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まえおき

日本生理学会は長年にわたって常任幹事会で選

出された執行部3名（庶務幹事，編集・広報幹事，

財務幹事）を中心に運営されてきました．平成

14年に常任幹事会での審議を経て評議員会・総

会で承認を受け，庶務幹事は会長となり，平成

17年に編集・広報幹事，財務幹事はこれらの任

務を兼ねた副会長に名称変更されました．しかし，

これら執行部は常任幹事会での選挙によって選出

されることは従来の通り変わることはありません

でした．このような形で選出された執行部体制は

それなりに安定した学会運営を行ってきたことに

は違いありません．また，常任幹事会で決定され

た事項についても日本生理学雑誌や学会ホームペ

ージ（PSJ-Web）を介して会員に周知されており

ました．しかし，学会の会員にとって執行部や常

任幹事会で行われている学会運営の内容が不透明

であり，そのため学会運営に対する会員の無関心

さを払拭できなかったことも事実です．その一因

として，執行部ならびに常任幹事会の権限が強い

こと，あるいはそのように感じられることであり

ます．このことは将来に向けての学会の発展にも

決して好ましいことではありません．

昨今，さまざまな学会組織やその活動状態が大

きく変動する中で，生理学会が発展していくため

には，執行部や常任幹事会の構成や体質を見直し

ていく必要があります．学会運営の中心となる執

行部・常任幹事会の構成に関しては，医学部出身

者と医学部以外の学部出身者とのバランスを考

え，生理学会を「医者の集まり」というイメージ

から「生理学の研究者の集まり」というイメージ

へと体質改善する必要があります．このことは最

近の学部再編成や学際的研究の推進とも関連して

極めて重要なことです．

将来計画委員会では，過去さまざまな形で学会

体制の改革に取り組んできましたが，さらにこの

改革を一歩推進させるために執行部，特に会長を

生理学会会員の選挙によって選出する公選制につ

いて検討・提案し，平成18年3月27日の常任幹

事会の審議を経て同年3月29日の評議員会・総

会において承認されました．ここに，日本生理学

会の執行部の新しい選出方法について紹介いたし

ます．

I．会長について

1．会長の選出方法

会長の選挙は公選制とします．

会長は，多くの会員によって選出するのが民主

的です．このことによって，多くの会員には執行

部体制やその学会の運営に対して一層の関心が高

まり，理解も深まることが期待されます．生理学

領域に携わる研究者が医学部出身者に限らず，さ

まざまな学部領域にまたがっている状態で，生理

学の発展に向けてより広い視野に立って生命科学

の研究を推進するためには医学部出身者中心の現

状を改革する上でも公選制の意義は大きいものと

考えられます．

学会の代表者として会長には，公平な立場で発

展性と責任のある学会運営が行われるような人物

が公選されることが望まれます．

2．推薦委員会と会長候補者の推薦

（1）会長候補者の推薦

会長候補者の推薦は常任幹事会が設置する推薦

委員会が行います．

常任幹事会が推薦委員会を設置し，候補適任者

を提示して選挙を行うことが，安定した学会運営

を維持する上で適当と考えられます．会長として

の能力や適性を判断して候補者を公平な立場から

選出することが本委員会の重要な責務になりま

す．
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（2）推薦委員会とその役割

1）推薦委員会委員の選出

推薦委員会は8名の委員で構成され，その委員

は常任幹事会での決議によって選ばれます．

推薦委員会の委員を選出する上で，出身学部，

研究領域，所属する地区に極端な偏りがないよう

に十分に配慮することが大切です．推薦委員の出

身学部，特定の研究領域，特定の地区への偏りは

会長候補者の偏りにも結びつく可能性があるため

です．このことは，医学部出身者や特定領域の研

究者の集まりの印象から脱却する上でも，また，

特定の地区の学会運営の印象を払拭する意味で

も，生理学会の将来への発展のために重要なこと

です．

2）推薦委員会の委員長の選出

推薦委員会は会長が招集し，委員長は委員の互

選によって決めます．推薦委員会の委員長が決ま

るまでは現会長が責任を持って議事を進めること

になります．

3）推薦委員会による会長候補者の選出

推薦委員会は評議員の中から複数名の会長候補

適任者を選出し，その公平な推薦理由を明示しな

ければなりません．

会長候補者は，生理学会の内容をよく理解し，

生理学の将来への発展に十分関心と理解を示され

る人が望まれます．候補者があまり多い場合には，

票が割れて，特に投票率が低い時には得票数が少

なくても当選する可能性があります．また，信任

投票も好ましいことではありません．推薦委員会

が推薦する候補者は原則として3名以上が適当と

考えられます．選挙人にとって推薦委員会の推薦

理由は投票のための大切な判断材料となります．

4）推薦委員会委員の任期

推薦委員の任期は選出された時点から選挙結果

が報告され，承認を受けるまでとなります．

3．選挙の実施

選挙管理委員会が次の要領で実施することにな

ります．

（1）選挙のための参考資料の提供

会長候補適任者の略歴（職歴，研究歴，本人の

写真など），学会での活動状況，専門分野と研究

活動の概要などをまとめて，選挙人に示していた

だくことになります．

参考資料の内容は自由なスタイルでA4版1枚

程度を予定しており，生理学会のホームページ上，

あるいは必要に応じて日本生理学雑誌に掲載され

ます．これは選挙人が会長としての適任者である

かどうかを判断するための貴重な資料となりま

す．

（2）選挙人

評議員となります．

選挙人は，生理学会のことを長期的に考えて責

任を持って選挙に臨める会員としてある程度の学

会経験を積んだ評議員が好ましいと考えられま

す．このことによって評議員に学会運営に関する

認識と関心を高めていただくことも重要です．ま

た，学会に関心のある一般会員に評議員としての

資格を得ていただく機会でもあります．現在の規

約では，評議員としての資格を得ることは決して

困難なことではありません．評議員として積極的

に学会に参画し，活動していただくことは生理学

会の発展のために大切なことです．

（3）会長の決定と選挙結果の公表

最多得票者を会長として評議員会・総会におい

て承認します．ただし，3名以上の候補者に対し

て最多得票者の得票数が有効投票数の過半数に満

たない場合や上位得票者が同数の場合には，上位

2名による決戦投票を実施することになります．

これらの選挙の結果は公表されます．

学会運営上の時間的な制約から最多得票者を会

長としますが，候補者が多い場合には，時に票が

割れることも予想されます．投票率が低い時には

得票数が少なくても当選する可能性もあります．

選挙の過程でのさまざまな問題点が予想されます

が，検討の上，それぞれに適切に対応することが

望まれます．
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4．会長の任期

4年とし，引き続き再任しない．

任期4年で再任されると，2期8年となり，会

長としての期間があまりにも長すぎます．このこ

とは学会の活動性と新鮮さを維持する上で好まし

くなく，さまざまな弊害も予想されます．再任す

るにしても，4年の期間をおくことが適当と考え

られます．

II．次期会長について

1．次期会長の選出

次期会長は現会長の任期満了の1年前に選出し

ます．

次期会長を置くことで，会長として就任する前

の1年間に会長としての職務の円滑な引き継ぎが

行われることになり，学会運営上に空白期間が生

じることがなくなります．この1年間は会長とし

ての見習い期間ということになります．

2．次期会長の役割

次期会長は常任幹事（特別枠）に加え，会長就

任まで常任幹事会の構成員となります．

次期会長は常任幹事としての役割を果たすとと

もに，執行部の実務会議にも加わり会長としての

職務について種々学ぶことになります．

III．副会長について

（1）学会の運営にあたって会長を補佐するため

に2名の副会長を置いて，それぞれ，編集・広報

担当と財務担当を分担することになります．

副会長は学会運営を円滑に行うために会長を補

佐します．同時に，学会の重要な機能としてそれ

ぞれに編集・広報と財務を担当していただくこと

になります．したがって，副会長は，その任務の

重要性から学会運営の事情をよく理解している人

が望まれます．

（2）副会長は，会長によって指名され，常任幹

事会の承認を受けます．

会長の補佐役である副会長は，学会の運営を機

能的に行う上で会長によって指名され，常任幹事

会が承認する形を採ります．執行部が独自色を出

せるような特徴ある体制が生まれることになりま

すが，反面常任幹事会あるいは総会・評議員会の

評価も受けることになります．

（3）副会長は，常任幹事会の承認を受けた後，

常任幹事会に加わります．

常任幹事から選出された場合には，就任まで常

任幹事としての役割を果たすことになりますが，

非常任幹事から選出された場合には，常任幹事

（特別枠）に加えます．副会長として就任するまで

は，次期会長と同様に見習い期間になるわけです．

（4）副会長の任期は会長の任期に合わせて4年

となります．

副会長は会長によって指名されるので，その任

期は会長の任期に合わせます．止むを得ない事由

によって任期途中で交代する場合は，会長は後任

を指名し，常任幹事会の承認を受けます．後任の

副会長の任期は残任期間となります．

IV．地区常任幹事の欠員補充

会長や副会長が地区別常任幹事から選出され

て，地区別常任幹事に欠員が生じた場合には，該

当地区の次点者から補充することになります．

会長ならびに副会長は公平な立場から学会の代

表者としてその任務に専念しなければなりませ

ん．すなわち，会長ならびに副会長を専任職と位

置づけます．決して，会長ならびに副会長は地区

の利益代表であってはならないわけです．したが

って，会長や副会長が地区別常任幹事の中から選

出された場合は，該当する地区の常任幹事を次点

者から補充することになります．補充された地区

常任幹事の任期は前任者の残任期間となります．

以上，新しい執行部の選出方法を述べさせてい

ただきましたが，将来計画委員会としては，新体

制のもとに日本生理学会の一層の発展とそれを推

進する更なる改革を望んでおります．

2006年4月10日

将来計画委員会　前委員長　前田信治
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日本生理学会は，大正11年（1922）に発足し

て以来，80余年の歴史を歩んで来ている．しか

し，このところの会員数の減少が懸念されること

から，1986年以降の会員数の動向を調査した結

果，平成3年（1993）をピークとして増加してい

た会員数に減少が認められ，特に平成 11 年

（1999）からの減少が著明であった．原因につい

ては，現在調査中である．
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日本生理学会会員数の動向（会員委員会）

表 1．日本生理学会会員数の推移

調査年.月.主管大学人調査年.月.主管大学人

（H8.12.）浜松医科大学3,433H9 総会（S60.12.）山形大学3,125S61 総会

（H9.12.）金沢大学3,389H10 総会（S61.12.）千葉大学3,183S62 総会

（H10.12.）長崎大学3,206H11 総会（S62.12.）和歌山医科大学3,286S63 総会

（H11.12.）慶応大学3,221H12 総会（S63.12.）岡山大学3,286H1 総会

（H12.12.）京都大学3,240H13 総会（H1.12.）宮崎医科大学3,393H2 総会

（H13.12.）広島大学3,223H14 総会（H2.12.）大阪医科大学3,442H3 総会

（H14.12.）福岡大学3,186H15 総会（H3.12.）秋田大学3,465H4 総会

（H16.5.）北海道大学
札幌医科大学

3,171H16 総会（H4.12.）

（H5.12.）

（H6.12.）

（H7.12.）

山梨医科大学

香川医科大学

名古屋大学

福井医科大学

3,502

3,472

3,459

3,451

H5 総会

H6総会

H7総会

H8総会

（H17.4.）東北大学3,103H17 総会

（H18.3.）群馬大学3,139H18 総会

グラフ1．日本生理学会会員数の推移



平成17年度8月現在の総会員数は，3185名．

そのうち，評議員は1139名である．日本生理学

会では，全国を8地区に分けて，地方会の開催や，

常任幹事の選出が行われている．平成11年度の

会員数に比較して，全国的に会員数が減少してい

るが，東京地区での減少が著しい．平成18年度3

月現在，一般会員3139名，特別会員27名，名誉

会員10名，準会員100名，賛助会員21名，総会

員数3327名である．

生理学会会員の構成は，大学医学部（旧）生理

学教室に所属する会員に限らず，医学部（生理・

薬理・微生物・公衆衛生・麻酔科・内科・精神科

など），歯学部（生理・薬理），薬学部（薬理），

獣医畜産（生理・薬理），理学部（薬理・物理・

生物），保健学部，医療技術部，生命科学部，看

護学部，工学部，その他の学部（生理・行動科

学・スポーツ医科学・体育科学・情報科学・運動

生理），大学内研究所，短期大学，専門学校，工

専，研究所（生理研・電総研・東京都臨床研・東

京都老人研・東京都神経研・国立循環器病センタ

ー等），企業研究所（製薬会社研究所等），企業

（学術部・システム事業部）など，会員の所属は

多岐にわたっている（平成11年度会員名簿参照）．
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表 2．地区別会員数

（平成 17 年 8 月現在）

合計（人）西日本中国四国近畿中部東京関東東北北海道

3,072320289469588551551178126日本人会員数

1,139129119166204201198 71 51うち評議員

  499 51 46 80 94103 83 26 16うち女性

  113 22 12 14 29 17 13  4  2外国人

    3  1  2うち外国人で評議員

3,185342301483617568564182128会員総数

表 3．日本生理学会所属別会員数

生理学会会員名簿より（平成 11 年 6 月 1日現在）

合計（人）その他病院企業研究所他学部歯学部医学部

  144 15 12  1  1 49 11   55北海道

  183 27  9  0  4 39 22   82東北

  604 74 35 28 53145 54  215関東

  651 65 39 29 64138 37  279東京

  613 62 39 22 72174 18  226中部

  608 79 32 28 35200 25  209近畿

  325 27 20  4  1 86 17  170中国・四国

  372 34 21  2  4 69 35  207九州

3,5003832071142349002191,443合計　人

グラフ2．日本生理学会地区別会員数



日本生理学会会員の動向，及び，会員構成を考

えると，生理学会として新たな方向性を模索する

時期にあるように思われる．2009年国際生理学

会開催を控えて，日本生理学会会員であることに

誇りを抱き，生理学研究の発展と若手生理学者の

育成のために会員の皆様にご尽力をいただきた

い．

会員委員会委員長 持田澄子 2006.4.10記
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グラフ3．日本生理学会所属別会員数


